
 

 

 

 

 

 

国税庁、「令和7年度税制改正（基礎控除の見直し等関係）Q&A」を公表 

国税庁は令和７年５月３０日、ホームページに、「令和７年度税制改正（基礎控除の見直し等関

係）Ｑ＆Ａ」という３１頁の資料を公表しました。 

「令和７年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親

族特別控除」の創設が行われました。これらの改正のうち、令和７年１２月に行う年末調整など、

令和７年１２月以後の源泉徴収事務に関する事項を中心にＱ＆Ａとして取りまとめましたので、

参考としてください」としています。 主な記載内容は下記の通りです。 

1．改正の概要 

2．令和７年分年末調整関係書類の記載事項 

3．特定親族特別申告書 

4．令和７年分年末調整における年税額の計算 

5．令和８年分以後の給与の源泉徴収事務 

6．公的年金等に係る令和７年度税制改正 

7．令和７年分の所得税に係る準確定申告等 

 

この中で、実務を行う上で注意が必要なＱ＆Ａを１つご紹介します。 

７－１ 令和７年１１月３０日以前に準確定申告書を提出する場合の基礎控除等 

『Ｑ 令和７年１１月３０日以前に令和７年分の準確定申告書を提出する場合には、令和７年度税

制改正による基礎控除の見直し等の適用は受けることができないのでしょうか。』 

 

『Ａ 令和７年度税制改正による基礎控除の見直し等（上記「１－１ 改正の概要」の１の令和７年１２

月１日からの改正）は、令和７年１２月１日から施行することとされていることから、同年１１月３０

日以前にいわゆる準確定申告書を提出する場合においては、適用されないこととなります。そ

の上で、令和７年１１月３０日以前に準確定申告書を提出した方は、同年１２月１日から令和１２年１

２月２日（月）までに更正の請求を行うことにより、令和７年度税制改正による基礎控除の見直し

等の適用を受けることができます。  

（出典 国税庁 「令和７年度税制改正（基礎控除の見直し等関係）Ｑ＆Ａ」 

 

 令和７年度の税制改正による基礎控除等の改正は、令和７年分以後の所得税について適用さ

れますが、改正法の施行日は令和７年１２月1日であるため、令和７年分の所得税に係る確定申

告を施行日前に提出する場合には、一旦、令和７年度税制改正前の基礎控除等の金額で提出を

しなければならず、施行日以後に更正の請求を行うことで、令和７年度税制改正の適用を受ける

ことになります 

 

「令和７年度税制改正（基礎控除の見直し等関係）Ｑ＆Ａ（国税庁）」（令和7年5月30日）は、 

こちらからご覧いただけます。 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025005-051.pdf 
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